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(57)【要約】
特許請求する主題は、中間に介在するホスティングおよ
び／または配信サービスを利用することなく、複数の移
動体デバイスにウィルス型広告コンテンツを伝えるシス
テムおよび／または方法を提供する。本システムは、移
動体デバイスにおいてウィルス型広告コンテンツを受信
し、このウィルス型広告コンテンツを、以前に異種の移
動体デバイスから既に受信された他のウィルス型広告コ
ンテンツによって変更し、変更したウィルス型広告コン
テンツを、賞賛せずにはいられないものと認めることが
できる受信先の集合体を決定し、変更したウィルス型広
告コンテンツを、これら受信先の集合体に流布するデバ
イスを含み、受信先の各々を異種の移動体デバイスと関
連付けることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウィルス型広告コンテンツの分散を実施するまたは容易にする装置実装システムであっ
て、
　前記ウィルス型広告コンテンツを受信し、異種の移動体デバイスから既に受信された他
のウィルス型広告コンテンツを使って、前記ウィルス型広告コンテンツを変更し、前記変
更したウィルス型広告コンテンツに魅力を感じる１組の受信先を決定し、前記変更したウ
ィルス型広告コンテンツを前記１組の受信先に送る命令を保持するメモリー（３０６、８
０６）と、
　前記メモリーに結合されており、前記メモリー内に保持された命令を実行するプロセッ
サー（８０４）と、
を含む、システム。
【請求項２】
　請求項１記載のシステムにおいて、前記ウィルス型広告コンテンツが、移動体デバイス
（１０２、１０６、１０８、２０２）から直接受信される、システム。
【請求項３】
　請求項１記載のシステムにおいて、前記変更されたウィルス型広告コンテンツが、前記
１組の受信先に含まれる個人の部分集合と関連した１つ以上の移動体デバイス（１０２、
１０６、１０８、２０２）に直接送る、システム。
【請求項４】
　請求項１記載のシステムにおいて、前記メモリー（３０６、８０６）が、更に、前記ウ
ィルス型広告コンテンツが広告主に帰属する(attributable)場合、または前記他のウィル
ス型広告コンテンツが前記広告主の競合に帰属する場合、前記ウィルス型広告コンテンツ
が、前記他のウィルス型広告コンテンツとは選択的に関連付けが不可能であることを保証
する命令を保持する、システム。
【請求項５】
　請求項１記載のシステムにおいて、前記メモリー（３０６、８０６）が、更に、前記受
信したウィルス型広告コンテンツが、移動体デバイス（１０２、１０６、１０８、２０２
）において表示されたか否か監視する命令を保持する、システム。
【請求項６】
　請求項５記載のシステムにおいて、前記監視に少なくとも部分的に基づいて、前記受信
したウィルス型広告コンテンツのセグメントに料金を割り振り、前記受信したウィルス型
広告コンテンツのセグメントに関連付けられた評判格付けに基づいて、前記料金が、前記
受信したウィルス型広告コンテンツのセグメントに割り振られる、システム。
【請求項７】
　請求項１記載のシステムにおいて、前記メモリーが、更に、前記１組の受信先またはこ
の１組の受信先に含まれる個人の部分集合の少なくとも１つに送られたウィルス型広告コ
ンテンツと共に、ディジタル権利管理（ＤＲＭ）属性が保存されていることを保証する命
令を保持する、システム。
【請求項８】
ウィルス型広告コンテンツの流布を実施する装置実装方法であって、
　移動体デバイスにおいて前記ウィルス型広告コンテンツを受信するステップと、
　前記移動体デバイスに既に保存された他のウィルス型広告コンテンツを使って、前記ウ
ィルス型広告コンテンツを変更するステップと、
　変更したウィルス型広告コンテンツが有用である１組の受信先を決定するステップと、
　各々異種の移動体デバイスと関連した前記１組の受信先に、前記変更したウィルス型広
告コンテンツを送るステップと、
を含む、方法。
【請求項９】
　請求項８記載の方法において、前記ウィルス型広告コンテンツが、前記１組の受信先か
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ら除外されたユーザーと関連した初期移動体デバイスから直接受信される、方法。
【請求項１０】
　請求項８記載の方法において、前記変更したウィルス型広告コンテンツが、前記１組の
受信先に含まれる各個人と関連した前記異種の移動体デバイスに直接送られる、方法。
【請求項１１】
　請求項８記載の方法であって、更に、前記移動体デバイスによって直接受信された前記
ウィルス型広告コンテンツを、前記移動体デバイスにおいてローカルに作成されたコンテ
ンツと重ね繋ぎ、前記１組の受信先またはこの１組の受信先に含まれる個人の部分集合の
少なくとも１つに、前記重ね繋いだウィルス型広告コンテンツを送るステップを含む、方
法。
【請求項１２】
　請求項８記載の方法であって、更に、前記受信したウィルス型広告コンテンツが、前記
移動体デバイスにて表示されたか否か監視するステップを含む、方法。
【請求項１３】
　請求項１２記載の方法において、前記監視するステップに少なくとも部分的に基づいて
、前記受信したウィルス型広告コンテンツのセグメントに料金を割り振るステップを含み
、前記受信したウィルス型広告コンテンツのセグメントに関連付けられた評判格付けに基
づいて、前記料金が、前記受信したウィルス型広告コンテンツのセグメントに割り振られ
、前記料金が、前記変更したウィルス型広告コンテンツを前記１組の受信先に送るユーザ
ーを補償するため、広告主によって使用され、前記１組の受信先の内少なくとも１つが、
前記変更したウィルス型広告コンテンツを視聴する、方法。
【請求項１４】
　請求項８記載の方法であって、更に、前記１組の受信先またはこの１組の受信先に含ま
れる個人の部分集合の少なくとも１つに送られたウィルス型広告コンテンツと共に、ディ
ジタル権利管理（ＤＲＭ）属性が保存されていることを保証するステップを含む、方法。
【請求項１５】
　ウィルス型広告コンテンツの流布システムであって、
　前記ウィルス型広告コンテンツを受信する手段（２０２、２０４）と、
　前記受信手段によって既に受信または保存されたコンテンツを使って、前記ウィルス型
広告コンテンツを変更する手段（２０８、４０２）と、
　変更したウィルス型広告コンテンツが有用である１組の受信先を決定する手段（２０６
、３０２、３０４）と、
　各々受信手段と関連した前記１組の受信先に、前記変更したウィルス型広告コンテンツ
を送る手段（２０８、４０２、４０４）と、
を含む、システム。
【発明の詳細な説明】
【従来技術】
【０００１】
　[0001]　広告は、潜在的顧客に特定のブランドの製品またはサービスをもっと多く購入
するまたは消費するように説得しようとする通信の一形態である。多くの広告は、ブラン
ドの印象またはブランド志向の創造および強化を通して、これらの製品およびサービスの
消費増大が生ずるように設計されている。このような広告を配信するために、テレビジョ
ン、ラジオ、映画、雑誌、インターネット、およびビルボードというような、あらゆる主
要な媒体が使用されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００２】
　しかしながら、今日まで利用されている広告メカニズムの殆どは、本質的に割り込み型
または破壊型であった。例えば、多くのクライマックス箇所の１つに物語が盛り上がりつ
つあるときの殆どのテレビジョン番組では、その間に広告の合間が必然的に予定されて、
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番組の流れを中断または壊し、このテレビジョン番組での物語からそのクライマックス箇
所を聞き漏らさないようにするためには再生される広告を視聴者が見ざるを得ないように
している。大半の場合、このような合間に再生される広告は、視聴者には全く魅力がなく
、多くの場合視聴者を苛々させ、広告主を不快な感情を持って見る原因となり、広告主が
これまで蓄積してきたかもしれなどのようなブランドへの志向も破壊するおよび／または
拒絶する方向に強調することになる。
【０００３】
　[0002]　ウィルス型マーケティング(Viral marketing)またはウィルス型広告(viral ad
vertisement)とは、病理的ウィルスまたはコンピューター・ウィルスの広がりと類似した
ウィルス・プロセスによって、ソーシャル・ネットワークを使ってブランドの知名度を高
めるまたはその他のマーケティングの目的を達成することができるマーケティング技法で
ある。ウィルス型マーケティングまたは広告は、口づてで行うことができ、および／また
はインターネットのようなコンピューター・ネットワークの設備によって強化することが
できる。ウィルス型マーケティングまたは広告は、人々がマーケティング・メッセージを
アップロードする、見る、そして共有することができる集中共有ウェブサイトを介して、
人々が自らの意志でこのようなコンテンツを配信する気にさせる。
【０００４】
　[0003]　特許請求する主題は、以上に明示した問題の１つまたは全てを解決する、また
は少なくとも軽減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　[0004]　以下に、開示する主題の態様の基本的な理解が得られるようにするために、簡
略化した摘要を紹介する。この摘要な、広範な全体像ではなく、主要な／肝要な要素を特
定することや、その範囲を明確に定めることを意図するのではない。その唯一の目的は、
後に紹介する更に詳細な説明に対する序文として、簡略化した形態でいくつかの概念を紹
介することである。
【０００６】
　[0005]　従来、ウィルス・ベースの広告は、広告を中央データーベースにポストし、そ
の広告を参照する中央サービスへのリンクを友人に与えることによって、ユーザー間で共
有されていた。特許請求する主題は、この中央サービスを迂回し、広告を直接友人または
同僚に配信することができるウィルス型広告共有に関する。広告主は、このような広告の
流布によって利益を得て、人気のある広告を作成することによって最大に高めることがで
きる。更に、特定の層を標的にするのに役立つエコシステムを開発することができる。例
えば、標的となる層が不敬なコメディよりもかわいい広告を好む場合（システムによって
示される）、広告主は、広告コンテンツを制作するときにこのような情報を利用して、追
加の利益を得ることができる。特許請求する主題の種々の態様において、収益分配の観点
、およびディジタル権利管理（ＤＲＭ）を含むことができる。後者の場合、ディジタル権
利管理（ＤＲＭ）は、種々の目的のために採用することができる。その一例は、標的とな
る層の内ある割合によってはおもしろい可能性があるがその層の大半には不快である可能
性がある（例えば、地理的領域、風習、政治、宗教、．．．に基づいて）広告は、気分を
害する虞れのある層には絶対に再生可能としないようにすることができる。更に他の態様
では、ウィルス型広告は、自動車における表面のような、従前では利用されていなかった
表面と共に利用することができる。
【０００７】
　[0006]　以上の目標および関係する目標の遂行のために、本明細書では、以下の説明お
よび添付図面と関連付けて、開示し特許請求する主題のある種の例示的態様について説明
する。しかしながら、これらの態様は、本明細書において開示される原理を実用化するこ
とができる種々の方法の内少数を示すに過ぎず、このような態様およびその均等物の全て
を含むことを意図している。他の利点および新規な特徴は、以下の詳細な説明を図面と合
わせて検討することにより明白となろう。
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【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、特許請求する主題にしたがって、異種の(disparity)移動体デバイスに
ウィルス型広告コンテンツの分散を実施するおよび／または容易にするマシン実装システ
ムを示す。
【図２】図２は、特許請求する主題の態様にしたがって複数の移動体デバイスへのウィル
ス型広告コンテンツの流布を実施するおよび／または容易にする移動体デバイスを示す。
【図３】図３は、特許請求する主題の１つ以上の原理にしたがって、複数のデバイスへの
ウィルス型広告コンテンツの直接発行を実施するおよび／または容易にする視聴コンポー
ネントの図である。
【図４】図４は、特許請求する主題にしたがって、１つ以上のデバイスへのウィルス型広
告コンテンツの直接配信を容易にするおよび／または実施する送出コンポーネントの例を
示す。
【図５】図５は、特許請求する主題の更に他の態様による移動体デバイスの図を示す。
【図６】図６は、特許請求する主題の態様にしたがって１つ以上のデバイスへのウィルス
型広告コンテンツの直接配信を容易にするおよび／または実施するマシン実装方法(metho
dology)の流れ図を示す。
【図７】図７は、特許請求する主題にしたがって、不同の移動体デバイスへのウィルス型
広告コンテンツの分散を実施するおよび／または容易にするマシン実装方法を示す。
【図８】図８は、特許請求する主題の一態様にしたがって、開示するシステムを実行する
ように動作可能なコンピューターのブロック図を示す。
【図９】図９は、他の態様にしたがって、開示するアーキテクチャーを処理する、計算環
境の一例の模式ブロック図を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　[0016]　特許請求する主題について、図面を参照しながらこれより説明する。図面にお
いて、全体を通して同様の要素を示すために同様の参照番号を使用することとする。以下
の記載では、説明の目的上、多数の具体的な詳細について明記して、特許請求する主題の
完全な理解が得られるようにしている。しかしながら、特許請求する主題は、これらの具
体的な詳細がなくても実用化できることは明白である。他方、周知の構造およびデバイス
は、その記載を容易にするために、ブロック図形態で示されている。
【００１０】
　[0017]　図１は、特許請求する主題にしたがって、異種の移動体デバイスにウィルス型
広告コンテンツの分散を実施するおよび／または容易にするシステム１００を示す。図示
のように、システム１００は、デバイスＡ１０２を含む。デバイスＡ１０２は、ネットワ
ーク・トポロジーおよび／またはクラウド１０４を介して、デバイスＢ１０６およびデバ
イスＣ１０８と連続的および／または動作的または散発的および／または間欠的に通信す
ることができる。デバイスＡ１０２、デバイスＢ１０６、およびデバイスＣ１０８は、全
体的にハードウェアで実現すること、および／またはハードウェアおよび／または実行中
のソフトウェアの組み合わせで実現することができる。更に、デバイスＡ１０２、デバイ
スＢ１０６、またはデバイスＣ１０８を、他の互換性があるコンポーネントの中に組み込
むこと、および／またはこれと関連付けることができる。加えて、デバイスＡ１０２、デ
バイスＢ１０６、またはデバイスＣ１０８の１つ以上は、プロセッサーを含む、および／
またはネットワーク・トポロジーおよび／またはクラウド１０４との効果的な通信が可能
な任意のタイプの装置とすることができるが、これに限定されるのではない。デバイスＡ
１０２、デバイスＢ１０６、またはデバイスＣ１０８を構成することができる装置の例は
、デスクトップ・コンピューター、サーバークラスの計算機、セル・フォン、スマート・
フォン、ラップトップ・コンピューター、ノートブック・コンピューター、タブレットＰ
Ｃ、消費者用および／または産業用デバイスおよび／または機器、ハンド・ヘルド・デバ
イス、パーソナル・ディジタル・アシスタント、マルチメディア・インターネット移動体
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フォン、マルチメディア・プレーヤー等を含む。
【００１１】
　[0018]　研究によって、広告コンテンツが興味深い、有用である、おもしろい、および
／または魅力があると見なされるときに、人々は、その広告コンテンツを共有するのが通
例であるということが示された。このような断言に対する前提となるのは、広告は、訴求
力があると考えられるためには、広告が存在するアプリケーションまたは体験の有用性、
楽しさ、および／または魅力を強調することにも加えて、それ自体が有用である、楽しい
、および／または魅力があることが必要であるということである。したがって、図示のよ
うに、デバイスＡ１０２は、ユーザー（例えば、コンテンツを見た、聞いた、またはそれ
以外で気づいた）が有用である、楽しい、および／または魅力があると見なす広告コンテ
ンツ（例えば、ビデオ、オーディオ、テキスト、電子メール、テキスト・メッセージ、音
声メール、．．．）を受け入れることができる。デバイスＡ１０２のユーザーは、受信し
た広告コンテンツが楽しい、有用である、および／または魅力があると判断したときに、
このようなコンテンツを選択的にデバイスＢ１０６および／またはデバイスＣ１０８に、
ネットワーク・トポロジーおよび／またはクラウド１０４を介して送ることができるので
、デバイスＢ１０６および／またはデバイスＣ１０８と関連したユーザーは、彼らもこの
広告コンテンツが等しく訴求力がある（例えば、有用である、魅力がある、および／また
は楽しい）と思うか否か、あるいは彼らが送られた広告コンテンツは不快であるまたは趣
味が悪い可能性があると思うか否か判断することができる。尚、以上のことから、一般性
を制限することも失うこともなく、デバイスＡ１０２、デバイスＢ１０６、およびデバイ
スＣ１０８は、ユーザーが通例このような広告コンテンツを今後のダウンロードのために
アップロードする中央サーバーではないことに気がつくであろう。代わりに、デバイスＡ
１０２が興味深い、有用な、楽しい、および／または魅力があるコンテンツをデバイスＢ
１０６およびデバイスＣ１０８に送るとき、このデバイスＡ１０２は、デバイスＢ１０６
および／またはデバイスＣ１０８が通常であればこのようなコンテンツをダウンロードす
る元である、中間に置かれた中央コンテンツ・レポジトリーの必要なく、コンテンツを直
接デバイスＢ１０６および／またはデバイスＣ１０８に発する。
【００１２】
　[0019]　ネットワーク・トポロジーおよび／またはクラウド１０４は、任意の実行可能
な通信および／またはブロードキャスト技術を含むことができ、例えば、有線および／ま
たはワイヤレス様式および／または技術を利用して、特許請求する主題を実施することが
できる。更に、ネットワーク・トポロジーおよび／またはクラウド１０４は、パーソナル
・エリア・ネットワーク（ＰＡＮ）、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、キャ
ンパス・エリア・ネットワーク（ＣＡＮ）、都市エリア・ネットワーク（ＭＡＮ）、エク
ストラネット、イントラネット、インターネット、ワイド・エリア・ネットワーク（ＷＡ
Ｎ）-集中型および／または分散型の双方、および／またはその任意の組み合わせ、順列(
permutation)、および／または集合体の利用を含むことができる。加えて、ネットワーク
・トポロジーおよび／またはクラウド１０４は、近場通信（ＮＦＣ）を利用する通信また
は交換、および／または、例えば、人間の皮膚を介した導電性を利用する通信も含むまた
は包含することができる。
【００１３】
　[0020]　図２は、特許請求する主題の態様にしたがって複数の移動体デバイスへのウィ
ルス型広告コンテンツの流布を実施するおよび／または容易にする移動体デバイス２０２
の図２００を示す。移動体デバイス２０２は、既知のハンドヘルド計算プラットフォーム
の内任意のものとすることができ、プロセッサーを含む、および／または有線および／ま
たはワイヤレス・ネットワーク媒体（例えば、ネットワーク・トポロジーおよび／または
クラウド１０４）を利用して、異種の他のデバイスとの効果的な通信が可能な任意のタイ
プの装置とすることができる。例えば、移動体デバイス２０２は、埋め込み自動パーソナ
ル・コンピューター（ＡｕｔｏＰＣ）、しかるべく計装されたハンドヘルド・パーソナル
・コンピューター（例えば、加速度計を有するもの）、タブレットＰＣ、ラップトップ・
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コンピューター、ノートブック・コンピューター、セル・フォン、スマート・フォン、可
搬型消費者用機器(appliance)および／または計装器具類(instrumentation)、移動体産業
用デバイスおよび／またはコンポーネント、ハンドヘルド・デバイス、パーソナル・ディ
ジタル・アシスタント、マルチメディア・インターネット対応フォン、マルチメディア・
プレーヤー等のような、任意のタイプのメカニズム、装置、デバイス、手段(facilities)
、および／または計器(instrument)とすることができる。
【００１４】
　[0021]　図示のように、移動体デバイス２０２は、任意の適したおよび／または必要な
インターフェース・コンポーネント２０４（以後「インターフェース２０４」と呼ぶ）を
含むことができる。これらのインターフェース・コンポーネント２０４は、種々のアダプ
ター、コネクター、チャネル、通信経路、および／または様式等を設けて、移動体デバイ
ス２０２ならびにその関連コンポーネントおよび付属コンポーネントを事実上あらゆるオ
ペレーティング・システムおよび／またはデーターベース・システム（１つまたは複数）
に統合すること、および／または互いに統合することができる。加えて、インターフェー
ス・コンポーネント２０４は、種々のアダプター、コネクター、チャネル、通信経路、お
よび／または方法等を設け、移動体デバイス２０２やその系列のコンポーネント、および
／またはシステム２００と関連した任意の他のコンポーネント、データー等との相互作用
、ならびにこれらの間における相互作用を実施し容易にすることができる。図示したイン
ターフェース２０４は、他の移動体デバイスからそれに送られる広告コンテンツを受信す
ることができ、その後受信した広告コンテンツを、移動体デバイス２０２のユーザーが直
ちに見るために視聴コンポーネント２０６に伝えることができ、あるいはユーザーがいつ
か後の時点またはもっと都合が良い時点にコンテンツを見ることができるように、受信し
た広告コンテンツを（例えば、移動体デバイス２０２に関連する記憶手段に）保存するこ
とができる。更に、インターフェース２０４は、移動体デバイス２０２のユーザーが、受
信し、見終え、および／または変更したコンテンツを他の移動体デバイスに送る（例えば
、送出コンポーネント２０８の利用によって）ときに使用することもできる。
【００１５】
　[0022]　人々が、彼らに対して訴求力がある（または、彼らにとってそれ自体に訴求力
はないが、彼らが彼らの知人の一人以上にとって訴求力があるまたは恩恵があると感じる
）ウィルス型コンテンツ（例えば、直ちにユーザー間で共有または分配されるビデオ、オ
ーディオ、テキスト、電子メール、電話音声メッセージ、テキスト・メッセージ等のよう
な広告コンテンツ）を見るまたは視聴すると、彼らはこのようなコンテンツを、彼らが例
えば共通の考え方および／またはユーモアのセンスを共有すると感ずる彼らの友人、知人
、および同僚と共有することを必ず望む。このため、このようなコンテンツを中間に介在
するホスティングおよび／または配信サービスに送るのではなく、ユーザーは、移動体デ
バイス２０２と関連した手段および機能によって、視聴コンポーネント２０６の利用によ
って広告コンテンツを見た後、受信したコンテンツを友人の移動体デバイスに送るまたは
直接流布することができる。認められるであろうが、視聴コンポーネント２０６は、殆ど
のハンドヘルドまたは移動体処理ユニット上において今や通例でありそして普通に使われ
るディスプレイの態様とすることができる。しかしながら、移動体デバイス２０２と関連
した典型的な視覚および／またはテキスト・ディスプレイの態様に加えて、視聴コンポー
ネント２０６は監視および／または課金(accounting)機構も含むことができる。この機構
は、ユーザーがコンテンツをもう見たか（部分的に見たか）否か、何回そのコンテンツ（
またはそのコンテンツのセグメント）が見られた（または見られていない）か、および／
またはその特定のコンテンツ（またはその一部）が移動体デバイス２０２から１つ以上の
異種の他のデバイスに流布された回数（または流布されていないこと）を判定するために
使うことができる。尚、これに関して、一般性を制限することも失うこともなく、コンテ
ンツ（またはその一部）の流布および／またはダウンロードと、コンテンツ（またはその
一部）の視聴との間で区別できることは注記してしかるべきである。前者の場合、流布お
よび／またはダウンロードは、必ずしもコンテンツ（またはその一部）が視聴されたこと
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の指示ではないが、後者の場合、コンテンツ（またはその一部）の視聴は、コンテンツ（
またはその一部）が配信され視聴されたことの指示になることができる。しかしながら、
いずれの場合でも、双方のイベントに対して課金することができ、以下で論ずるように、
このような行為または不行為(inaction)に対してしかるべき料金を割り振ることができる
。
【００１６】
　[0023]　加えて、移動体デバイス２０２は送出コンポーネント２０８を含むことができ
る。送出コンポーネント２０８は、視聴コンポーネント２０６およびインターフェース２
０４と協調して、興味深い、有用な、魅力がある、および／または楽しいコンテンツを、
１つ以上の様々なデバイスに直接発しまたは配信し、それぞれのユーザーが視聴するため
に使用することができる。当業者には理解されようが、このような他の多種多様のデバイ
スは、全体的にハードウェアで実現すること、および／またはハードウェアおよび／また
は実行中のソフトウェアの組み合わせで実現することができる。更に、このような他の様
々なデバイスは、任意のタイプのエンジン、装置、変換の器械、あるいはプロセッサーを
含む、および／またはネットワーク・トポロジーおよび／またはクラウド１０４との効果
的なおよび／または動作的な通信が可能な生産のモード(mode of production)とすること
ができるが、これに限定されるのではない。例示的な変換の器械、生産のモード、エンジ
ン、メカニズム、デバイス、および／またはこれらのデバイスまたはコンポーネントを構
成ことができる機械類(machinery)は、デスクトップ・コンピューター、サーバー・クラ
スの計算機、および／またはデーターベース、セル・フォン、スマート・フォン、ラップ
トップ・コンピューター、ノートブック・コンピューター、タブレットＰＣ、可搬型およ
び／またはスタンドアロンの消費者用および／または産業用デバイスおよび／または機器
および／またはプロセス、ハンド・ヘルド・デバイス、パーソナル・ディジタル・アシス
タント、マルチメディア・インターネット対応移動体フォン、マルチメディア・プレーヤ
ー等を含むことができる。更に、送出コンポーネント２０８は、変更および／またはディ
ジタル権利管理（ＤＲＭ）機能および／または手段も含むことができる。これらは、例え
ば、複数のソース（例えば、電子メール、テキスト・メッセージング、音声メッセージ、
ビデオ、オーディオ、テキスト、写真、．．．）を１つの総体 (single integrated whol
e)に統合したマッシュアップまたは混成を作成するため、そしてこのような混成またはマ
ッシュアップによって侵害される可能性がある、または侵害されるかもしれない種々のデ
ィジタル権利属性を追跡するために、ユーザーが利用することができる。
【００１７】
　[0024]　図３は、特許請求する主題の１つ以上の原理にしたがって、複数のデバイスへ
のウィルス型広告コンテンツの直接発行を実施するおよび／または容易にする視聴コンポ
ーネント２０６の図３００を示す。図示のように、視聴コンポーネント２０６は、監視コ
ンポーネント３０２を含むことができる。監視コンポーネント３０２は、ユーザーが移動
体デバイス２０２においてコンテンツ（全体または一部）を既に視聴したか否か判断する
ために、受信した配信コンテンツを視聴または表示する毎に使用することができる。監視
コンポーネント３０２を利用することによって、コンテンツがユーザーによって認められ
たか否かに関する一層精度の高い基準(metric)を確認することができる。つまり、単にウ
ィルス型コンテンツが移動体デバイス２０２上で受信された事実を挙げるだけでなく、特
許請求する主題、そして特に、監視コンポーネント３０２は、受信したコンポーネントが
移動体デバイス１０２のユーザーによって全てまたは部分的に視聴されたか否か判断する
ために、利用することができる。このように、特定の配信コンポーネントまたはその一部
の評判を調べ、更にそれぞれのセグメントのマネタイゼーションを評価することができる
。
【００１８】
　[0025]　加えて、視聴コンポーネント２０６は、計数コンポーネント３０４も含むこと
ができる。計数コンポーネント３０４は、コンテンツ（またはコンテンツのセグメント）
が何回視聴されたか、および／または特定のコンテンツ（またはその一部）が移動体デバ
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イス２０２から１つ以上の異種の他のデバイスに流布された回数を評価または判断するこ
とができる。更に、監視コンポーネント３０２と合わせて、計数コンポーネント３０４は
、ウィルス型コンテンツを現金化する目的で、配信コンテンツまたはその一部の評判を確
認するために利用することができる統計を定量化する、または提供することができる。例
えば、配信されたウィルス型コンテンツの態様(aspects)の評判が高い程、評判の低い態
様よりも高い料金に評価することができ、したがって、コンテンツが、その全体であって
もまたはその選択された一部であっても、他のデバイスに送るまたは流布されると、マネ
タイゼーション方式を設ける目的で、相対的料金をコンテンツの種々の部分にしかるべく
還元する(attribute)することができる。このマネタイゼーション方式によって、コンテ
ンツを発したユーザーは、配信されたコンテンツと関連した相対的料金重み、またはコン
テンツが流布されたおよび／またはその後視聴された他のデバイスの数に少なくとも部分
的に基づいて、このような流布に対して広告主から金銭的報酬を受ける。更に、視聴者（
またはユーザー）が、配信されたコンテンツを視聴したときに、単に彼または彼女のデバ
イスにおいてそのコンテンツ（またはその一部）を視聴したことに対して報酬を得られる
ようにすると、 マネタイゼーションを促進することができる。尚、一般性を制限するこ
とも失うこともなく、通例、コンテンツまたはそこから選択された一部が配信および／ま
たは視聴された回数と料金を関連付けることができ、したがって、コンテンツの中のセグ
メントが流布および／または視聴されず、および／またはスキップされた場合、料金なし
（またはマイナス料金(negative tariff)、減額料金、または比例マイナス料金）を、一
般に、コンテンツの内視聴されなかったセグメントおよび／または配信されなかったセグ
メント、あるいは視聴されなかったコンテンツおよび／または配信されなかったコンテン
ツ全体に対して還元することができる。
【００１９】
　[0026]　また、視聴コンポーネント２０６は、キャッシュ３０６に通信可能に結合する
こと、またはそれ以外で関連付けることができる。キャッシュ３０６は、視聴コンポーネ
ント２０６（したがって、全体的には移動体デバイス２０２）がその目的を容易に果たす
ために必要な、任意の適したデーターを含むことができる。例えば、キャッシュ３０６は
、ユーザー・データーに関する情報、トランザクションの一部に関するデーター、クレジ
ット情報、以前のトランザクションに関する履歴データー、商品および／またはサービス
の購入と関連したデーターの一部、商品および／またはサービスの販売と関連したデータ
ーの一部、地理的位置、オンライン活動、以前のオンライン・トランザクション、異種の
ネットワークにわたる活動、１つのネットワークにわたる活動、クレジット・カードの検
証、会員、会員期間、ネットワークと関連した通信、親友リスト(buddy list)、連絡先、
回答が得られた質問、行った質問、質問に対する応答時間、ブログ・データー、ブログ・
エントリ、裏書き(endorsement)、購入した商品、販売した商品、ネットワークに関する
製品、異種のウェブサイトからこつこつと集めた情報、異種のネットワークから得た情報
、ウェブサイトからの格付け、クレジット・スコアー(credit score)、地理的位置、慈善
事業への寄付、あるいはソフトウェア、アプリケーション、ウェブ会議、および／または
トランザクションなどに関する任意の適したデーターに関する任意の他の情報を含むこと
ができる。
【００２０】
　[0027]　尚、キャッシュ３０６は、例えば、揮発性メモリーまたは不揮発性メモリーと
することができ、あるいは、揮発性および不揮発性メモリー双方を含むことができる。限
定ではなく例示として、不揮発性メモリーは、リード・オンリー・メモリー（ＲＯＭ）、
プログラマブル・リード・オンリー・メモリー（ＰＲＯＭ）、電気的プログラマブル・リ
ード・オンリー・メモリー（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能プログラマブル・リード・オ
ンリー・メモリー（ＥＥＰＲＯＭ）、またはフラッシュ・メモリーを含むことができる。
揮発性メモリーは、ランダム・アクセス・メモリー（ＲＡＭ）を含むことができ、外部キ
ャッシュ・メモリーとして動作することができる。限定ではなく例示として、ＲＡＭは、
スタティックＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、同期ＤＲＡＭ（Ｓ
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ＤＲＡＭ）、データー倍速ＳＤＲＡＭ（ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ）、改良型ＳＤＲＡＭ（ＥＳ
ＤＲＡＭ）、Ｓｙｎｃｈｌｉｎｋ（登録商標）ＤＲＡＭ（ＳＬＤＲＡＭ）、Ｒａｍｂｕｓ
（登録商標）直接ＲＡＭ（ＲＤＲＡＭ）、直接Ｒａｍｂｕｓ（登録商標）ダイナミックＲ
ＡＭ（ＤＲＤＲＡＭ）、およびＲａｍｂｕｓ（登録商標）ダイナミックＲＡＭ（ＲＤＲＡ
Ｍ）のような、多くの形態で入手可能である。主題のシステムおよび方法のキャッシュ３
０６は、限定されることなく、これらおよび任意の他の適したタイプのメモリーを含むこ
とを意図している。加えて、キャッシュ３０６はサーバー、データーベース、ハード・ド
ライブ等とすることができることも認められてしかるべきである。
【００２１】
　[0028]　図４は、 特許請求する主題にしたがって、１つ以上のデバイスへのウィルス
型広告コンテンツの直接配信を容易にするおよび／または実施する送出コンポーネント２
０８の例４００を示す。送出コンポーネント２０８は、変更コンポーネント４０２を含む
ことができる。変更コンポーネント４０２は、ユーザーが種々の異種のコンテンツのマッ
シュアップまたは混成を作成するために利用することができ、このマッシュアップまたは
混成を後に彼の友人に送ることができる。当業者には認められようが、変更コンポーネン
ト４０２は、既に受信されている異種のコンテンツや、ユーザー自身の作成意欲によって
生成されたコンテンツ、例えば、基礎となるコンテンツのパロディ（または派生物）の種
々のセグメントを配列するおよび／または一緒に重ね継ぐことによって、ユーザーがコン
テンツを変更することを可能にする１組の手段を彼／彼女に与えることができる。
【００２２】
　[0029]　更に、送出コンポーネント２０８はディジタル権利管理（ＤＲＭ）コンポーネ
ント４０４も含むことができる。ＤＲＭコンポーネント４０４は、ユーザーが一緒に重ね
継いだまたは配列した種々のコンテンツと関連した種々のディジタル権利を追跡するため
に、変更コンポーネント４０２と協力して利用することができる。加えて、配信されたコ
ンテンツには、本来の配信者（例えば、広告主）が維持することを望むものの、ユーザー
がこのようなコンテンツを取り除こうとするという態様（例えば、ロゴ、製品紹介等）も
あり得ることは、認められよう。この態様を容易に実施するために、ディジタル権利管理
（ＤＲＭ）コンポーネント４０４は、ユーザーがこれらの態様をウィルス型コンテンツか
ら削除しようとする試みには関係なく、これらの態様が存在し永続的に残ることを保証す
ることができる。このように、本来の配信者の製品紹介は、例えば、しかるべき還元(att
ribution)を受けることができる。加えておよび／または代わりに、配信されたコンテン
ツには、後続のユーザーがいずれの種類のユーザー作成マッシュアップまたは混成とも関
連付けることを、最初の配信者（例えば、広告主）が望まない態様（例えば、セグメント
またはサブセグメント）もあり得る。更に、本来の配信者（例えば、広告主）が、これら
のコンテンツを、競合からのコンテンツと並べられることを望まない場合もある。したが
って、ディジタル権利管理（ＤＲＭ）コンポーネント４０４は、例えば、変更コンポーネ
ント４０２と協力して、このような配信コンポーネント、またはその中で特定された部分
が、不変であること、および／または他のコンテンツ、または選択されたコンテンツと関
連付けできないことを保証することができる。
【００２３】
　[0030]　図５は、特許請求する主題の更に他の態様による移動体デバイス２０２の図５
００を示す。インターフェース２０４、視聴コンポーネント２０６、および送出コンポー
ネント２０８の機能および手段については既に図２に関して明示したので、このような機
構の詳細な説明は、不要な冗長性を回避するため、そして簡潔さおよび簡明さのために、
省略されている。つまり、以上のコンポーネントに加えて、移動体デバイス２０２はプレ
ゼンス・コンポーネント５０２を含むことができる。プレゼンス・コンポーネント５０２
は、移動体デバイス２０２の近接および／または存在を、それ自体が発見した他のデバイ
スに対して効果的にマスクするまたはマスク解除するために利用することができる。この
機能は、ユーザーが彼／彼女の存在を検出されたくないときに使用することができ、およ
び／またはウィルス型広告を移動体デバイス２０２に送らないことを保証するために使用
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することができる。尚、一般性を制限することも失うこともなく、プレゼンス・コンポー
ネント５０２は、ユーザーが移動体デバイスへの頼みもしないコンテンツの受信を延期さ
せることを望む場合には、そのようにするために使うことができ、その上でこのようなコ
ンテンツを受け入れる他のデバイスにはウィルス型コンテンツを流布することができる。
【００２４】
　[0031]　以上で明示したコンポーネントに加えて、移動体デバイス２０２は、様々な異
なる検知様式による入力を分析することに関するプロセス（例えば、入力を受けるおよび
／または解読する）に固有であると思われる任意の情報分裂(information fission)を活
用することを目的とするコンポーネントを追加的に含むことができる。即ち、１つ以上の
入手可能な入力が、様々な異なる検知または入力様式を介して、一意のウィンドウを物理
的環境（例えば、命令を入力するエンティティ）に与えることができる。観察または分析
すべき現象の完全な詳細を１つの検知／入力ウィンドウ内に含めることはできないので、
この分裂プロセスから情報断片が生じる可能性がある。種々の検知デバイスと関連したこ
れらの情報断片は、独立したコンポーネントおよび従属するコンポーネントの双方を含む
ことができる。
【００２５】
　[0032]　独立したコンポーネントは、情報空間を更に満たす（または埋める）ために使
うことができ、従属するコンポーネントは、全てのセンサ／入力データーには誤差、およ
び／またはノイズが発生するかもしれないことを認識する共通情報の品質を向上させるた
めに、組み合わせて使うことができる。このコンテキストでは、使用されるデーター融合
／分裂技法は、固有な情報の断片化を補うためのセンサ／入力データーのアルゴリズム処
理を含むことができる。何故なら、１つの検知／入力様式を使って直接特定の現象を観察
することはできないからである。このように、データー融合／分裂は、特定の用途のコン
テキストにおいて入手可能な検知情報または受信情報を凝縮し、組み合わせ、評価し、お
よび／または解釈することを容易にするのに適した枠組みを提供する。
【００２６】
　[0033]　更に、移動体デバイス２０２は、例えば、合成態様(synthesis aspect)を使っ
て、生の形態または解析した（例えば、処理した）形態で、種々の入力（例えば、テキス
ト、音声、凝視(gaze)、環境、オーディオ、画像、ジェスチャー、ノイズ、温度、タッチ
、匂い、手書き、ペン・ストローク、アナログ信号、ディジタル信号、振動、動き、高度
、位置、ＧＰＳ、ワイヤレス等）から受けた情報を組み合わせる、またはフィルタリング
することができる。組み合わせおよびフィルタリングによるこのような合成態様は、例え
ば、単に１つまたは２つの様式からの情報よりも、より多くの知識を与えることができる
１組の情報、または精度の高い（例えば、エンティティの通信または情報の目的に関して
）１組の情報を提供することができる。
【００２７】
　[0034]　加えて、移動体デバイス２０２は、特定の行為または１組の入力データーと関
連したコンテキストを判定するコンテキスト・コンポーネントを使用することができる。
認めることができるであろうが、コンテキストは、特定の入力集合、あるいは個人または
エンティティの意図と関連付けられた意味を理解することに関して、重要な役割を果たす
ことができる。例えば、多くの単語または単語の集合は、二重の意味（例えば、二重理解
(double entendre)）を有することができ、単語の使用または意図の適正なコンテキスト
がなければ、対応する意味は不明確になり、その解釈または翻訳に関して誤りの確率が高
くなる可能性がある。コンテキストの構成物は、入力の適正な解釈を増やすために、入力
に関する現在のデーターまたは過去のデーターを提供することができる。例えば、１日の
時刻は、入力を理解する助けになることがある。朝では、「飲む」という単語は、夜間に
おいてソフト・ドリンクまたはアルコール飲料と関連付けられることと比較すると、コー
ヒー、茶、ジュースと関連付けられる高い確率を有しそうに思われる。また、コンテキス
トは、発声した単語が同じ音であるとき（例えば、steakとstake）に役立つことができる
。キャンプしているユーザーと比較して、ユーザーの夕食が近いということを知っていれ
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ば、「私はステーキ／杭が必要だ」ということばが発せられたときに、これを認識するの
に非常に役立つであろう。このように、ユーザーがキャンプをしていなかった、そして夕
食時に近かったという知識に少なくとも部分的に基づいて、この発声は「ステーキ」と解
釈される。他方、ユーザーが国立公園の中にあるキャンプ場に着いたばかりであったこと
をコンテキスト・コンポーネントが知っていた場合（例えば、ＧＰＳシステム入力によっ
て）、より多くの重み付けを「杭」の発声に対して行うことができる。
【００２８】
　[0035]　更に、移動体デバイス２０２は、プレゼンテーション態様(presentation aspe
ct)を利用することができる。プレゼンテーション態様は、ユーザーと、移動体デバイス
２０２に結合されている任意のコンポーネントとの間における対話処理を容易にするため
に、種々のタイプのユーザー・インターフェースを提供することができる。プレゼンテー
ション態様は、１つ以上のグラフィカル・ユーザー・インターフェース、コマンド・ライ
ン・インターフェース等を提供することができる。例えば、データーをロードする、イン
ポートする、読み出す等のための領域または手段をユーザーに提供するグラフィカル・ユ
ーザー・インターフェースをレンダリングすることができ、このグラフィカル・ユーザー
・インターフェースは、このようなものの結果を提示する領域を含むことができる。これ
らの領域は、既知のテキストおよび／またはグラフィック領域を含むことができ、グラフ
ィック領域は、ダイアログ・ボックス、固定制御部、ドロップ・ダウン・メニュー、リス
ト・ボックス、ポップアップ・メニュー、編集制御部、コンボ・ボックス、ラジオ・ボタ
ン、チェック・ボックス、プッシュ・ボタン、およびグラフィック・ボックスを含む。加
えて、ナビゲーションのための垂直および／または水平スクロール・バー、ならびに領域
が目視可能か否か判断するためのツールバー・ボタンというような、提示を容易にするユ
ーティリティを使用することもできる。
【００２９】
　[0036]　また、ユーザーは、例えば、マウス、ローラー・ボール、キーパッド、キーボ
ード、および／または音声作動というような種々のデバイスによって領域と対話処理して
情報を選択および提供することができる。通例、キーボード上にあるプッシュ・ボタンま
たはエンター・キーは、例えば、問い合わせを開始するために、情報を入力したのに続い
て使用することができる。しかしながら、特許請求する主題はそのように限定されるので
はないことは、認められてしかるべきである。例えば、チェックボックスを単に強調する
だけで、情報伝達を開始することができる。他の例では、コマンド・ライン・インターフ
ェースを使用することができる。例えば、コマンド・ライン・インターフェースはテキス
ト・メッセージを介してユーザーに情報を催促することができる（例えば、ディスプレイ
上におけるテキスト・メッセージおよび／またはオーディオ・トーンによって）。次いで
、ユーザーは、インターフェース・プロンプトにおいて与えられる選択肢またはプロンプ
トにおいて出された質問に対する回答（例えば、発声）に対応する英数字入力というよう
な、適した情報を提供することができる。尚、コマンド・ライン・インターフェースは、
グラフィカル・ユーザー・インターフェースおよび／またはアプリケーション・プログラ
ミング・インターフェース（ＡＰＩ）と共に使用することもできることは認められてしか
るべきである。加えて、コマンド・ライン・インターフェースは、ハードウェア（例えば
、ビデオ・カード）および／または限られたグラフィック・サポート、および／または低
帯域幅の通信チャネルを有するディスプレイ（例えば、白黒、およびＥＧＡ）と共に使用
することもできる。
【００３０】
　[0037]　更に、移動体デバイス２０２は、特許請求する主題の一態様にしたがってその
目標および／または目的を容易に果たし実施するために人工知能を使用することができる
。このような知能の態様は、確率に基づくまたは統計に基づく手法を、例えば、判断また
は推論を行うことと関連付けて使用することができる。推論は、システムの使用中におけ
る、クラシファイアー（図示せず）の明示的訓練、またはシステム・フィードバック、お
よび／またはユーザーの以前の行為、コマンド、命令等に基づく暗示的訓練に部分的に基
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づくことができる。人工知能の態様は、本明細書において記載する種々の自動化の態様を
実現することにしたがって、任意の適した方式（例えば、ニューラル・ネットワーク、エ
キスパート・システム、ベイズ確信度ネットワーク、サポート・ベクトル・マシン（ＳＶ
Ｍ）、隠れマルコフ・モデル（ＨＭＭ）、ファジー論理、データー融合等）を採用するこ
とができる。更に、人工知能の態様は、履歴データー、外在的データー、コンテキスト、
データー・コンテンツ、ユーザーの状態を計算に入れることができ、正しい判断または推
論を行うことの利点に対して、正しくない判断または推論を行うことのコストを計算する
ことができる。したがって、ユーティリティ・ベースの分析を、このような情報を他のコ
ンポーネントに提供することまたは自動化した動作を取ることと共に使用することができ
る。また、格付けおよび信頼性尺度も、このような分析と共に、計算し使用することがで
きる。
【００３１】
　[0038]　以上に示し説明した例示的なシステムに関して、開示する主題にしたがって実
現することができる方法は、図６および図７のフロー・チャートを参照することにより、
一層良く理解することができる。説明を簡素化するために、この方法を一連のブロックと
して示し説明するが、特許請求する主題は、ブロックの順序に限定されないことは言うま
でもないことであり、認められてしかるべきである。これは、ブロックの中には本明細書
に示され記載されたものとは異なる順序及び／又は他のブロックと同時に生じる場合もあ
るからである。更に、図示されるすべてのブロックが以下に記載される方法を実施するた
めに要求されるとは限らない。加えて、コンピューターにそのような方法を送ることおよ
び移すことを容易にするために、以下に開示するそして本明細書の全体にわたって開示さ
れる方法を製造品目に格納することができることも認められてしかるべきである。
【００３２】
　[0039]　特許請求する主題は、１つ以上のコンポーネントによって実行される、プログ
ラム・モジュールのような、コンピューター実行可能命令という一般的なコンテキストで
説明することができる。一般に、プログラム・モジュールは、ルーチン、プログラム、オ
ブジェクト、データー構造等を含むことができ、特定のタスクを実行するか、特定の抽象
データー・タイプを実装する。通例、プログラム・モジュールの機能は、種々の態様にお
いて所望されるように組み合わせること、および／または分散することができる。
【００３３】
　[0040]　図６は、 特許請求する主題の態様にしたがって異種のデバイスへのウィルス
型広告コンテンツの直接配信を実施するおよび／または容易にするマシン実装方法６００
を示す。方法６００は、６０２において開始することができ、ここでウィルス型広告コン
テンツを移動体デバイスによって受信することができる。尚、このようなウィルス型広告
コンテンツは、他の移動体デバイスから直接受信できること、およびこのようなウィルス
型広告コンテンツの流布は、通例、中間に介在するホスティングおよび／または配信サー
ビスの手段なしで行われることは認められてしかるべきである。６０４において、受信し
た広告コンテンツを、移動体デバイスと関連したしかるべき再生デバイスにおいて再生す
ることができる。６０６において、移動体デバイスのユーザーは、受信したコンテンツが
興味深い、魅力がある、楽しい、および／または有用であるか否か確認することができる
。ユーザーが受信した素材を賞賛せずにはいられないと感じた場合、６０８において、ユ
ーザーはこの情報を直接第２移動体デバイス（例えば、彼／彼女の友人の一人のデバイス
）に送ることができ、この時点で本方法を終了することができる。
【００３４】
　[0041]　図７は、特許請求する主題の態様にしたがって、複数の移動体デバイスへのウ
ィルス型広告コンテンツの分散を実施するおよび／または容易にする方法７００を示す。
方法７００は、７０２において開始することができ、ここでユーザーは、受信して彼／彼
女が賞賛せずにはいられない、魅力がある、有用である、および／または楽しいと感じた
ウィルス型広告の態様を特定する。７０４において、ユーザーは、２回目に受信し彼／彼
女が同様に賞賛せずにはいられないと感じたウィルス型広告コンテンツにおける態様を（
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例えば、他の受信したウィルス型広告コンテンツまたはユーザーが作成した(user's maki
ng)コンテンツのレポジトリーから）突き止めることができる。７０６において、ユーザ
ーは、第１および第２の態様を重ね繋いで、ウィルス型広告コンテンツのマッシュアップ
または混成を作成することができ、７０８において、これを直接彼／彼女の友人の移動体
デバイスに送ることができる。
【００３５】
　[0042]　特許請求する主題は、オブジェクト指向プログラミング技法によって実現する
ことができる。例えば、システムの各コンポーネントは、ソフトウェアルーチンにおける
オブジェクト、またはオブジェクト内のコンポーネントとすることができる。オブジェク
ト指向プログラミングは、ソフトウェア開発の強調を、関数分解から遠ざけ、データーお
よび関数の双方をカプセル化した「オブジェクト」と呼ばれるソフトウェアの単位の認識
に向けて視点を転じるものである。オブジェクト指向プログラミング（ＯＯＰ）オブジェ
クトは、データー構造およびデーターに対する処理を含むソフトウェア・エンティティで
ある。これらのエレメントが一緒になって、オブジェクトが、そのデーター・エレメント
によって表されるその特性、そしてそのデーター操作関数によって表されるその挙動に関
して、事実上あらゆる実世界エンティティをモデル化することを可能にする。このように
、オブジェクトは、人間やコンピューターのような具体的なものをモデル化することがで
き、数値のような抽象的概念または幾何学的概念をモデル化することができる。
【００３６】
　[0043]　本願において使用する場合、「コンポーネント」および「システム」という用
語は、ハードウェア、ハードウェアおよびソフトウェアの組み合わせ、ソフトウェア、ま
たは実行中のソフトウェアのいずれかである、コンピューターに関係するエンティティを
指すことを意図している。例えば、コンポーネントは、プロセッサーにおいて実行中のプ
ロセス、プロセッサー、ハード・ディスク・ドライブ、（光および／または磁気記憶媒体
の）多数の記憶デバイス、オブジェクト、エクゼキュータブル、実行スレッド、プログラ
ム、および／またはコンピューターとすることができるが、これらに限定されるのではな
い。例示すると、サーバーにおいて実行しているアプリケーションおよびサーバーの双方
がコンポーネントであることができる。１つ以上のコンポーネントは、プロセスおよび／
または実行のスレッドの内部に位置することができ、更にコンポーネントは１つのコンピ
ューターに局在化すること、および／または２つ以上のコンピューター間に分散すること
ができる。
【００３７】
　[0044]　以下で記載するような特許請求する主題の１つ以上の態様にしたがってという
ようにして、推論および／または確率論的判断および／または統計に基づく判断を実行す
ることと関連付けて、人工知能ベースのシステム（例えば、明示的および／または暗示的
に訓練されたクラシファイアー）を使用することができる。本明細書において使用する場
合、「推論」、「推論する」、またはその変形は、一般に、イベントおよび／またはデー
ターを介して取り込まれた１組の観察結果から、システム、環境、および／またはユーザ
ーの状態について論証する(reasoning)または推論するプロセスを指す。推論は、特定の
コンテキストまたは動作(action)を特定するために使用することができ、または、例えば
、状態に対する確率分布を生成することができる。推論は、確率的であることができる。
即ち、データーおよびイベントの考慮に基づく対象の状態に対する確率分布の計算とする
ことができる。また、推論は、１組のイベントおよび／またはデーターから更に高いレベ
ルのイベントを構成するために使用される技法を指すこともできる。このような推論の結
果、１組の観察されたイベントおよび／または格納されているイベント・データーから、
新たなイベントまたは動作の構築が得られ、これらのイベントが時間的に近接して相関付
けられているか否か、そしてイベントおよびデーターが１つのイベントおよびデーター・
ソースから来たのか、または様々なイベントおよびデーター・ソースから来たのかには関
係ない。種々の分類方式および／またはシステム（例えば、サポート・ベクトル・マシン
、ニューラル・ネットワーク、エキスパート・システム、ベイズ各深度ネットワーク、フ
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ァジー論理、データー融合エンジン．．．）を、特許請求する主題と共に自動的動作およ
び／または推論された動作を実行することと合わせて、使用することができる。
【００３８】
　[0045]　更に、特許請求する主題の全てまたは一部は、システム、方法、装置、あるい
はソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、またはその任意の組み合わせを生成す
る標準的なプログラミングおよび／またはエンジニアリング技法を使って、開示する主題
を実現するようにコンピューターを制御する製造品目として実現することができる。「製
造品目」という用語は、本明細書において使用する場合、任意のコンピューター読み取り
可能デバイスまたは媒体からアクセス可能なコンピューター・プログラムを包含すること
を意図している。例えば、コンピューター読み取り可能媒体は、磁気記憶デバイス（例え
ば、ハード・ディスク、フロッピ・ディスク、磁気帯．．．）、光ディスク（例えば、コ
ンパクト・ディスク（ＣＤ）、ディジタル・バーサタイル・ディスク（ＤＶＤ）．．．）
、スマート・カード、およびフラッシュ・メモリー・デバイス（例えば、カード、スティ
ック、キー・ドライブ．．．）を含むことができるが、これらに限定されるのではない。
加えて、電子メールを送信および受信する際、あるいはインターネットまたはローカル・
エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）のようなネットワークにアクセスする際に使用されるよ
うなコンピューター読み取り可能電子データーを伝送するために搬送波を使用することが
できることも認められてしかるべきである。勿論、特許請求する主題の範囲または主旨か
ら逸脱することなく、この構成には多くの変更を行うことができることは、当業者には認
められよう。
【００３９】
　[0046]　詳細な説明の一部には、アルゴリズムおよび／またはコンピューター・メモリ
ーの中にあるデーター・ビットに対する動作の象徴的表現に関して提示したところがある
。これらのアルゴリズム記述および／または表現は、当業者によって、彼らの作業の実態
を最も効果的に、他の等しい習熟者に伝えるために使用される手段である。本明細書では
、アルゴリズムは、一般に、所望の結果に通じる、首尾一貫した一連の動作であると考え
られる。これらの動作は、物理量の物理的操作を必要とする動作である。通例、必ずでは
ないが、これらの量は、格納する、移す、組み合わせる、比較する、および／またはそれ
以外で操作することができる電気信号および／または磁気信号の形態をなす。
【００４０】
　[0047]　ときによっては、主に共同使用の理由で、これらの信号をビット、値、エレメ
ント、シンボル、キャラクター、用語、数値等と呼ぶと都合が良いことが分かっている。
しかしながら、これらおよび同様の用語の全てがしかるべき物理量と関連付けられるべき
であり、これらの量に適用される便利な呼び方に過ぎないことは、念頭に置いてしかるべ
きである。以上の論述から明らかなように、そうでないことが具体的に述べられていない
限り、開示される主題にわたって、処理、計算(computing)、計算(calculating)、決定、
および／または表示等のような用語を利用する論述は、コンピューターおよび／または装
置のレジスターおよびメモリー内における物理（電気および／または電子）量として表さ
れるデーターを操作する、および／または装置および／またはコンピューター・システム
のメモリーまたはレジスター、あるいは他のそのような情報記憶デバイス、送信デバイス
、および／またはディスプレイ・デバイス内における物理量として同様に表される他のデ
ーターに変換する、コンピューター・システム、および／または同様の消費者用および／
または産業用電子デバイスおよび／または装置の動作およびプロセスに言及することは認
められよう。
【００４１】
　 [0048]　これより図８を参照すると、開示したシステムを実行するように動作可能な
コンピューターのブロック図が示されている。その種々の態様について追加のコンテキス
トを規定するために、図８および以下の論述は、特許請求する主題の種々の態様を実現す
ることができる、適した計算環境８００の端的な、概略的な説明を行うことを意図してい
る。以上の説明は、１台以上のコンピューターで走るコンピューター実行可能命令という
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一般的なコンテキスト行われたが、特許請求する主題は、他のプログラム・モジュールと
の組み合わせ、および／またはハードウェアとソフトウェアとの組み合わせでも実現する
ことができることは、当業者には認められよう。
【００４２】
　[0049]　一般に、プログラム・モジュールは、ルーチン、プログラム、コンポーネント
、データー構造等を含み、特定のタスクを実行するか、または特定の抽象的データー・タ
イプを実現する。更に、当業者には、本発明の方法は他のコンピューター・システム構成
でも実用化可能であることが認められよう。他のコンピューター・システム構成には、単
一プロセッサーまたはマルチプロセッサー・コンピューター・システム、ミニコンピュー
ター、メインフレーム・コンピューター、ならびにパーソナル・コンピューター、ハンド
・ヘルド計算デバイス、マイクロプロセッサーに基づくまたはプログラマブル消費者用電
子機器等が含まれ、これらの各々は１つ以上の関連するデバイスと動作的に結合すること
ができる。
【００４３】
　[0050]　また、特許請求する主題の図示した態様は、通信ネットワークを介してリンク
されているリモート処理デバイスがある種のタスクを実行する分散型計算機環境において
も実用可能である。分散型計算環境では、プログラム・モジュールは、ローカルおよびリ
モート・メモリー記憶装置に配することができる。
【００４４】
　[0051]　コンピューターは、通例、種々のコンピューター読み取り可能媒体を含む。コ
ンピューター読み取り可能媒体は、コンピューターがアクセス可能な入手可能な媒体であ
ればいずれでも可能であり、揮発性および不揮発性の双方、リムーバブル、および非リム
ーバブル媒体を含む。限定ではない一例をあげると、コンピューター読み取り可能媒体は
、コンピューター記憶媒体および通信媒体を含むことができる。コンピューター記憶媒体
は、コンピューター読み取り可能命令、データー構造、プログラム・モジュール、または
その他のデーターというような情報の格納のために、あらゆる方法または技術で実施され
る、揮発性および不揮発性の双方、リムーバブル、および非リムーバブル媒体を含む。コ
ンピューター記憶媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュ・メモリーまたは
その他のメモリー技術、ＣＤ－ＲＯＭ、ディジタル・バーサタイル・ディスク（ＤＶＤ）
またはその他の光ディスク・ストレージ、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク・ス
トレージまたはその他の磁気記憶デバイス、あるいは所望の情報を格納するために使用す
ることができ、しかもコンピューターがアクセス可能なその他のあらゆる媒体も含むが、
これらに限定されるのではない。
【００４５】
　[0052]　再度図８を参照すると、種々の態様を実現する環境例８００は、コンピュータ
ー８０２を含み、コンピューター８０２は、処理ユニット８０４、システム・メモリー８
０６、およびシステム・バス８０８を含む。システム・バス８０８は、システム・メモリ
ー８０６を含むがこれに限定されないシステム・コンポーネントを処理ユニット８０４に
結合する。処理ユニット８０４は、種々の市販されているプロセッサーであればいずれで
も可能である。デュアル・マイクロプロセッサーおよびその他のマルチ・プロセッサー・
アーキテクチャーも、処理ユニット８０４として使うことができる。
【００４６】
　[0053]　システム・バス８０８は、種々の市販されているバス・アーキテクチャーのい
ずれかを使った、メモリー・バス（メモリー・コントローラ付きまたはなし）、周辺バス
、およびローカル・バスに更に相互接続することができる様々なタイプのバス構造であれ
ばいずれでも可能である。システム・メモリー８０６は、リード・オンリ・メモリー（Ｒ
ＯＭ）８１０およびランダム・アクセス・メモリー（ＲＡＭ）８１２を含む。基本入力／
出力システム（ＢＩＯＳ）が、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭのような不揮発性メモ
リー８１０に格納されており、このＢＩＯＳは、起動中のように、コンピューター８０２
内のエレメント間において情報を送るのに役立つ基本的なルーチンを含む。また、ＲＡＭ
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８１２は、データーをキャッシュするためのスタティックＲＡＭのような高速ＲＡＭも含
むことができる。
【００４７】
　[0054]　更に、コンピューター８０２は、内部ハード・ディスク・ドライブ（ＨＤＤ）
８１４（例えば、ＥＩＤＥ、ＳＡＴＡ）を含む。この内部ハード・ディスク・ドライブ８
１４は、適したシャーシ（図示せず）、磁気フロッピ・ディスク・ドライブ（ＦＤＤ）８
１６（例えば、リムーバブル・ディスケットから読み出す、またはリムーバブル・ディス
ケットに書き込むため）、および光ディスク・ドライブ８２０（ＣＤ－ＲＯＭディスク８
２２を読み取る、あるいはＤＶＤのようなその他の大容量光媒体から読み出すまたはこれ
に書き込む）における外部使用に合わせて構成することができる。ハード・ディスク・ド
ライブ８１４、磁気ディスク・ドライブ８１６、および光ディスク・ドライブ８２０は、
それぞれ、ハード・ディスク・ドライブ・インターフェース８２４、磁気ディスク・ドラ
イブ・インターフェース８２６、および光ドライブ・インターフェース８２８によって、
それぞれ、システム・バス８０８に接続することができる。外部ドライブ実装用のインタ
ーフェース８２４は、ユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ）およびＩＥＥＥ１０９４
インターフェース技術の内少なくとも１つまたは双方を含む。他の外部ドライブ接続技術
も、本明細書の想定の範囲内である。
【００４８】
　[0055]　これらのドライブおよびそれらと関連したコンピューター読み取り可能媒体は
、データー、データー構造、コンピューター実行可能命令等の不揮発性格納を行う。コン
ピューター８０２については、ドライブおよび媒体は、適したディジタル・フォーマット
であらゆるデーターの格納に対処する。コンピューター読み取り可能媒体の説明は、ＨＤ
Ｄ、リムーバブル磁気ディスケット、およびＣＤまたはＤＶＤのようなリムーバブル光媒
体に言及したが、ｚｉｐドライブ、磁気カセット、フラッシュ・メモリー・カード、カー
トリッジ等のような、コンピューターによる読み取りが可能な他の種類の媒体も、動作環
境例において使うことができ、更に、このような媒体の内任意のものは、本明細書の方法
を実行するためのコンピューター実行可能命令を含むことができることは、当業者には認
められてしかるべきである。
【００４９】
　[0056]　複数のプログラム・モジュールを、ドライブおよびＲＡＭ８１２に格納するこ
とができ、オペレーティング・システム８３０、１つ以上のアプリケーション・プログラ
ム８３２、その他のプログラム・モジュール８３４、およびプログラム・データー８３６
を含む。オペレーティング・システム、アプリケーション、モジュール、および／または
データーの全部または一部は、ＲＡＭ８１２にキャッシュすることもできる。尚、本明細
書は、種々の市販されているオペレーティング・システムまたはオペレーティング・シス
テムの組み合わせによっても実現可能であることは認められよう。
【００５０】
　[0057]　ユーザーは、１つ以上の有線／ワイヤレス入力デバイス、例えば、キーボード
８３８およびマウス８４０のようなポインティング・デバイスによって、コマンドおよび
情報をコンピューター８０２に入力することができる。他の入力デバイス（図示せず）に
は、マイクロフォン、ＩＲリモコン、ジョイスティック、ゲーム・パッド、スタイラス・
ペン、タッチ・スクリーン等を含むことができる。これらおよびその他の入力デバイスは
、多くの場合、入力デバイス・インターフェース８４２を介して処理ユニット８０４に接
続されている。入力デバイス・インターフェース８４２は、システム・バス８０８に結合
されているが、パラレル・ポート、ＩＥＥＥ１３９４シリアル・ポート、ゲーム・ポート
、ＵＳＢポート、ＩＲインターフェース等のようなその他のインターフェースによって接
続することも可能である。
【００５１】
　[0058]　モニター８４４またはその他の形式の表示装置も、ビデオ・アダプター８４６
のようなインターフェースを介して、システム・バス８０８に接続されている。モニター
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８４４に加えて、コンピューターは、スピーカーおよびプリンター等のような、その他の
周辺出力装置（図示せず）も含むのが通例である。
【００５２】
　[0059]　コンピューター８０２は、有線通信および／またはワイヤレス通信を通じた、
リモート・コンピューター（１つまたは複数）８４８のような１つ以上のリモート・コン
ピューターへの論理接続を使って、ネットワーク環境において動作することができる。リ
モート・コンピューター（１つまたは複数）８４８は、ワークステーション、サーバー・
コンピューター、ルーター、パーソナル・コンピューター、携帯用コンピューター、マイ
クロプロセッサー主体の娯楽機器、ピア・デバイス、またはその他の共通コンピューター
・ノードとすることができ、通例、コンピューター８０２に関して先に説明したエレメン
トの多くまたは全てを含むが、簡略化の目的上、メモリー／記憶装置８５０のみを示す。
図示する論理接続は、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）８５２および／または
それよりも大きなネットワーク、例えば、ワイド・エリア・ネットワーク（ＷＡＮ）８５
４への有線／ワイヤレス接続、を含む。このようなＬＡＮおよびＷＡＮネットワーク環境
は、事務所および会社では珍しくなく、イントラネットのような、企業規模のコンピュー
ター・ネットワークが容易となる。イントラネットの全ては、地球規模の通信ネットワー
ク、例えば、インターネットに接続することができる。
【００５３】
　[0060]　ＬＡＮネットワーク環境で使用する場合、コンピューター８０２は、有線およ
び／またはワイヤレス通信ネットワーク・インターフェースまたはアダプター８５６を介
してローカル・ネットワーク８５２に接続する。アダプター８５６は、ＬＡＮ８５２への
有線またはワイヤレス通信をやり易くする。また、ＬＡＮ８５２には、ワイヤレス・アダ
プター８５６と通信するために、ワイヤレス・アクセス・ポイントを設置することができ
る。
【００５４】
　[0061]　ＷＡＮネットワーク環境で使用する場合、コンピューター８０２は、モデム８
５８を含むことができ、あるいはＷＡＮ８５４における通信サーバーに接続されるか、ま
たはインターネットを介してというように、ＷＡＮ８５４を通じた通信を確立するその他
の手段を有する。モデム８５８は、内部または外部でも可能でありそして有線デバイスま
たはワイヤレス・デバイスとすることもでき、シリアル・ポート・インターフェース８４
２を介してシステム・バス８０８に接続することができる。ネットワーク環境では、コン
ピューター８０２に関して図示したプログラム・モジュール、またはその一部をリモート
・メモリー／記憶装置８５０に格納することができる。尚、図示のネットワーク接続は一
例であり、コンピューター間で通信リンクを作る他の手段も使用可能であることは認めら
れよう。
【００５５】
　[0062]　コンピューター８０２は、ワイヤレス通信において動作的に配置されている任
意のワイヤレス・デバイスまたはエンティティ、例えば、プリンター、スキャナー、デス
クトップおよび／または携帯用コンピューター、携帯用データー・アシスタント、通信衛
星、ワイヤレスで検出可能なタグと関連付けられている機器または場所（例えば、キオス
ク、売店、洗面所）の内任意のもの、ならびに電話機と通信するように動作可能である。
これは、少なくともＷｉ－ＦｉおよびBluetooth（登録商標）ワイヤレス技術を含む。つ
まり、通信は、従来のネットワーク、または少なくとも２つのデバイス間におけるそのと
きだけの通信のように、既定の構造とすることができる。
【００５６】
　[0063]　 Ｗｉ－Ｆｉ、即ち、ワイヤレス・フィデリティ(Wireless Fidelity)は、自宅
のソファー、ホテルの部屋の中のベッド、仕事中の会議室から、配線なしでインターネッ
トの接続を可能にする。Ｗｉ－Ｆｉは、セルラ・フォンにおいて使用されているワイヤレ
ス技術と同様であり、このようなデバイス、例えば、コンピューターが屋内および戸外で
も、基地局の範囲内であればどこででもデーターを送出および受信することを可能にする
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。Ｗｉ－Ｆｉネットワークは、ＩＥＥＥ８０２．１１（ａ, ｂ, ｇ等）と呼ばれる無線技
術を使用して、安全で信頼性があり高速のワイヤレス接続を提供する。Ｗｉ－Ｆｉネット
ワークは、コンピューターを互いに接続するため、そしてインターネットや有線ネットワ
ーク（ＩＥＥＥ８０２．３またはイーサネット（登録商標）を使用する）に接続するため
に使用することができる。
【００５７】
　[0064]　 Ｗｉ－Ｆｉネットワークは、許可不要の２．４および５ＧＨｚ無線帯域にお
いて動作することができる。ＩＥＥＥ８０２．１１は、一般に無線ＬＡＮに適用され、周
波数ホッピング拡散スペクトル（ＦＨＳＳ：frequency hopping spread spectrum）又は
ダイレクト・シーケンス拡散スペクトル（ＤＳＳＳ：direct sequence spread spectrum
）のうち一方を使用して、２．４ＧＨｚ帯域において１Ｍｂｐｓ又は２Ｍｂｐｓの送出を
可能にする。ＩＥＥＥ８０２．１１ａは、ＩＥＥＥ８０２．１１からの拡張であり、ＩＥ
ＥＥ８０２．１１は無線ＬＡＮに適用され、５ＧＨｚ帯域において最大５４Ｍｂｐｓまで
送出を可能にする。ＩＥＥＥ８０２．１１ａは、ＦＨＳＳやＤＳＳＳではなく、直交波周
波数分割多重（ＯＦＤＭ：orthogonal frequency division multiplexing）符号化方式を
使用する。ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ（８０２．１１高レートＤＳＳＳ又 はＷｉ－Ｆｉと
も呼ばれる）は、８０２．１１からの拡張であり、８０２．１１は無線ＬＡＮに適用され
、２．４ＧＨｚ帯 域において１１Ｍｂｐｓ（５．５、２および１Ｍｂｐｓへの後退(fall
back)を伴う）の送出を可能にする。ＩＥＥＥ８０２．１１ｇは、無線ＬＡＮに適用され
、２． ４ＧＨｚ帯域において２０＋Ｍｂｐｓの送出を可能にする。製品は１帯域よりも
多い帯域（例えば、二重の帯域）を含むことができるので、ネットワークにより、多くの
オフィスで使用されている基本１０ＢａｓｅＴ有線イーサネット・ネットワークと同様の
実世界性能が得られる。
【００５８】
　[0065]　これより図９を参照すると、他の態様にしたがって、開示したアーキテクチャ
ーを処理する計算環境９００の模式ブロック図が示されている。システム９００は、１つ
以上のクライアント９０２を含む。クライアント（１つまたは複数）９０２は、ハードウ
ェアおよび／またはソフトウェア（例えば、スレッド、プロセス、計算機）とすることが
できる。クライアント（１つまたは複数）９０２は、例えば、特許請求する主題を採用す
ることによって、クッキー（１つまたは複数）および／または関連したコンテキスト情報
を収容することができる。
【００５９】
　[0066]　また、システム９００は１つ以上のサーバー９０４も含む。サーバー（１つま
たは複数）９０４は、ハードウェアおよび／またはソフトウェア（例えば、スレッド、プ
ロセス、計算機）とすることができる。サーバー９０４は、例えば、本明細書を採用する
ことにより、変換を実行するスレッドを収容することができる。クライアント９０２とサ
ーバー９０４との間において可能な１つの通信は、２つ以上のコンピューター・プロセス
間で送信するように構成されたデーター・パケットの形態とすることができる。データー
・パケットは、例えば、クッキーおよび／または関連したコンテキスト情報を含むことが
できる。システム９００は、クライアント（１つまたは複数）９０２とサーバー（１つま
たは複数）９０４との間における通信を容易にするために採用することができる通信フレ
ームワーク９０６（例えば、インターネットのような地球規模の通信ネットワーク）を含
む。
【００６０】
　[0067]　有線（光ファイバを含む）および／またはワイヤレス技術によって、通信を容
易にすることができる。クライアント（１つまたは複数）９０２は、当該クライアント（
１つまたは複数）９０２にローカルな情報（例えば、クッキー（１つまたは複数）および
／または関連したコンテキスト情報）を格納するために採用することができる１つ以上の
クライアント・データー・ストア（１つまたは複数）９０８に動作的に接続されている。
同様に、サーバー（１つまたは複数）９０４は、サーバー９０４にローカルな情報を格納
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するために採用することができる１つ以上のサーバー・データー・ストア（１つまたは複
数）９１０に動作的に接続されている。
【００６１】
　[0068]　以上説明したことは、開示し特許請求する主題の例を含む。勿論、コンポーネ
ントおよび／または方法の想起し得る全ての組み合わせを記載することは可能ではないが
、本明細書の更に別の多くの組み合わせおよび変形も可能であることは、当業者には認め
られよう。したがって、本明細書は、添付した特許請求の範囲の主旨および範囲に該当す
るこのような変更、修正、および変形を全て包含することを意図している。更に、「含む
」(include)という用語が詳細な説明または特許請求の範囲のいずれかにおいて使用され
ている限りにおいて、このような用語は、「含む」(comprising)という用語と同様、特許
請求の範囲において移行性単語(transitional word) として使用されているときに「含む
」(comprising)を解釈するように、内包的であることを意図している。

【図１】 【図２】
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